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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　風車（１）のためのブレーキシステムにおいて、該ブレーキシステムは、
　半径方向内面（２１）を備えたブレーキディスク（１２）を有するロータアセンブリ（
８）と、
　ステータアセンブリ（７）と、
　ブレーキシステムに一体化されたロータロックシステム（１７）とを有しており、
　該ロータロックシステム（１７）は、前記ブレーキディスク（１２）の前記半径方向内
面（２１）に半径方向外側に向かって形成された複数の凹所（１５）を含み、且つ
　前記ステータアセンブリ（７）に設けられた複数のピストン（１６）を含んでおり、
　これらの複数のピストン（１６）はそれぞれ、前記複数の凹所（１５）のうちの１つに
、半径方向外側に向かって係合するようになっている
ことを特徴とする、風車（１）のためのブレーキシステム。
【請求項２】
　ロータロックシステム（１７）が、ロックを作動させるための自動アクチュエータを有
する、請求項１記載のブレーキシステム。
【請求項３】
　自動アクチュエータが、液圧式シリンダを含む、請求項２記載のブレーキシステム。
【請求項４】
　ロータロックシステム（１７）が、ピストン（１６）を前記複数の凹所（１５）のうち
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の１つに押し込むための自動アクチュエータを有する、請求項１から３までのいずれか１
項記載のブレーキシステム。
【請求項５】
　回転軸線（９）を中心に回転可能なロータアセンブリ（８）が、ステータアセンブリ（
７）の半径方向外側に配置された外側部分（１１）を有しており、該外側部分（１１）が
ブレーキディスク（１２）を有しており、ステータアセンブリ（７）が、ブレーキディス
ク（１２）の少なくとも一部に係合して摩擦を生ずるように作用的に構成された少なくと
も１つの摩擦部材（１３）を有する、請求項１から４までのいずれか１項記載のブレーキ
システム。
【請求項６】
　ブレーキディスク（１２）が、ロータアセンブリ（８）の外側部分（１１）から回転軸
線（９）に向かって半径方向内方へ延びている、請求項５記載のブレーキシステム。
【請求項７】
　ステータアセンブリ（７）が、定置の軸（１０）を有しており、少なくとも１つの摩擦
部材（１３）が、定置の軸（１０）に結合されている、請求項５又は６記載のブレーキシ
ステム。
【請求項８】
　ステータアセンブリ（７）が、風車（１）のベッドフレームを有しており、少なくとも
１つの摩擦部材（１３）が、ベッドフレームに結合されている、請求項５又は６記載のブ
レーキシステム。
【請求項９】
　ステータアセンブリ（７）が、ステータ支持構造を有しており、少なくとも１つの摩擦
部材（１３）が、ステータ支持構造に結合されている、請求項５又は６記載のブレーキシ
ステム。
【請求項１０】
　少なくとも１つの摩擦部材（１３）が、回転軸線（９）に関して半径方向外方へ延びて
いる、請求項５から９までのいずれか１項記載のブレーキシステム。
【請求項１１】
　摩擦部材（１３）が、少なくとも１つのブレーキキャリパを含む、請求項５から１０ま
でのいずれか１項記載のブレーキシステム。
【請求項１２】
　少なくとも１つの摩擦部材（１３）が、少なくとも１つのブレーキキャリパシステムを
含み、該ブレーキキャリパシステムが、ブレーキディスク（１２）のそれぞれの側に、互
いに向き合って配置された少なくとも２つのブレーキキャリパを含む、請求項５から１１
までのいずれか１項記載のブレーキシステム。
【請求項１３】
　ブレーキディスク（１２）が、多数の半径セグメント（１２ａ，１２ｂ，１２ｃ）を有
する、請求項１から１２までのいずれか１項記載のブレーキシステム。
【請求項１４】
　請求項１から１３までのいずれか１項記載のブレーキシステムを有する、風車のための
発電機（６）。
【請求項１５】
　発電機（６）がロータとステータとを有し、ステータは、ブレーキディスク（１２）の
少なくとも一部に係合して摩擦を生ずるように作用的に構成された少なくとも１つの摩擦
部材（１３）を有しており、ブレーキディスク（１２）と摩擦部材（１３）との間の半径
距離（２２）がロータとステータとの間の半径距離（２３）よりも小さい、請求項１４記
載の発電機（６）。
【請求項１６】
　請求項１から１３までのいずれか１項記載のブレーキシステムを有する風車（１）。
【請求項１７】
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　請求項１４又は１５記載の発電機を有する風車（１）。
【請求項１８】
　風車（１）が発電機（６）及び／又はハブ（４）を有しており、ブレーキシステムが発
電機（６）及び／又はハブ（４）に結合されている、請求項１７記載の風車（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、風車、特に発電機のためのブレーキシステム、発電機、及び風車に関する。
【背景技術】
【０００２】
　原理的には、風車の直接駆動形式に関連して風車の２つの主な形式が存在する。風車の
第１の形式は、主軸と風車の発電機との間に配置されたギヤボックスを有する、より従来
形式の風車である。風車の第２の形式は、ギヤレス形式であり、ギヤボックス及び慣用の
発電機の代わりに、多極発電機、いわゆる直接駆動式又は直接駆動される発電機が用いら
れる。このような直接駆動発電機は、風力ロータ又はロータに取り付けられた永久磁石を
備えた同期発電機として形成することができるか、又は発電機の択一的な形式として設計
することができる。直接駆動発電機に関する課題の１つは、機械的なブレーキシステムで
ある。ブレーキシステムは、ギヤボックスが用いられていないため、減速する回転軸に配
置される必要がある。ブレーキシステムは、大きな制動モーメントに耐える必要があり、
大型のブレーキディスクとキャリパとが必要である。
【０００３】
　米国特許出願公開第２００５／２３０９７９号明細書には、メンテナンス作業中に構成
部材への十分なアクセス性を提供しつつ、ナセルの寸法を最小化する風車が記載されてい
る。風車は、ナセルと、前記ナセルに隣接した羽根ロータハブと、前記ハブ及び前記ナセ
ルに連結された主軸とを有している。発電機は、前記ナセルと前記ハブとの間において前
記軸に連結されており、前記発電機は、前記軸に隣接した発電機ロータと、前記発電機ロ
ータに隣接してかつ発電機ロータより半径方向外側に配置されたステータと、前記発電機
と前記軸とに連結されたブレーキとを有しており、ブレーキは前記ロータより半径方向内
側に配置されている。この発明は、システムを多かれ少なかれ発電機に一体化することが
できるのでブレーキシステムを最小化する解決手段を示している。しかしながら、提案さ
れた解決手段は、構造の寸法を最小化し、ブレーキシステムの寸法をも制限する。ブレー
キシステムの寸法の制限は、ロータの低速の回転速度による高い制動モーメントに耐える
ためにキャリヤ及びブレーキディスクの寸法ができるだけ大きくなければならない直接駆
動式風車にとって望ましくない。米国特許出願公開第２００５／２３０９７９号明細書に
示されたブレーキシステムは、発電機の通過も妨げ、ナセル／発電機からハブ内へ入り込
むこともできない。さらに、この発明は、内側ロータ構成を備える発電機に関し、外側ロ
ータ構成を備えるブレーキシステムのための構成を用いることはできない。
【０００４】
　米国特許出願公開第２００９／００２６７７１号明細書において、ロータアセンブリを
備える発電機を有する風車が開示されている。風車は、風力ロータ及びロータアセンブリ
の回転を減速させ、停止させ又は停止させたまま保つための摩擦ブレーキシステムを有し
ている。１つの実施形態において、風車／発電機セットは、ステータアセンブリと、回転
軸線を中心にして回転可能なロータアセンブリとを備える発電機を有している。ロータア
センブリは、アクティブ部分と、アクティブ部分を支持するアクティブ部分支持体とを有
している。風車／発電機セットは、さらに、ロータアセンブリに連結された風力ロータと
、ステータアセンブリを固定して支持しかつロータアセンブリを回転可能に支持する発電
機支持体とを有している。さらに、風車／発電機セットは、少なくとも、発電機支持体に
対して固定されたブレーキ装置を有している。ブレーキ装置は、アクティブ部分支持体の
少なくとも一部に係合して摩擦を生じるように作用的に構成された少なくとも１つの摩擦
部材を有している。ロータアセンブリは、概して、ステータアセンブリの半径方向内側に
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配置されている。
【０００５】
　作業員がハブに進入する必要がある場合、ロータをロックする必要がある。このことは
、通常、ピストン、ロッド、ボルト、又は同様の手段をロータに設けられた対応する穴に
手作業で押し込むことにより行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００５／２３０９７９号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２００９／００２６７７１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の第１の課題は、風車のための有利なブレーキシステムを提供することである。
本発明の第２の課題は、有利な発電機を提供することであり、本発明の第３の課題は、有
利な風車を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１の課題は、請求項１に記載の風車のためのブレーキシステムによって解決される。
第２の課題は、請求項１３に記載の発電機によって解決される。第３の課題は、請求項１
５に記載の風車によって解決される。従属請求項は、発明の別の発展態様を定義している
。
【０００９】
　本発明による風車のためのブレーキシステムは、ロータロックシステムを有している。
ロータロックシステムはブレーキシステムに一体化されている。本発明によるブレーキシ
ステムは、特に発電機のために使用されてよい。ブレーキシステムに一体化されたロータ
ロックシステムは、発電機における余計なスペースを占有しないという利点を有する。例
えば、ロータロックシステムは、少なくとも１つのインターロック、少なくとも１つのス
ナップインロック、少なくとも１つのブロック、少なくとも１つのアレスト、少なくとも
１つのバリケード又は少なくとも１つの同様の手段を含んでいてよい。
【００１０】
　好適には、ロータロックシステムは、例えばロックを作動させるための自動アクチュエ
ータを有していてよい。自動アクチュエータは、例えば発電機のロータアセンブリの少な
くとも一部をロックするように構成することができる。例えばロッドを対応する穴に押し
込むことによってロータを手作業でロックすることと比べ、ロックを作動させるための自
動アクチュエータは多数の利点を有する。第１に、この自動アクチュエータは、遠隔地か
らロータをロックすることができ、これにより、作業員が、依然として回転している可能
性のあるロータと接触する必要性を回避する。このことは、システムの安全を高める。さ
らに、多数のロック、例えばインターロックを同時に作動させることができ、このことも
システムの安全を高める。風車の発電機の場合、本発明によるブレーキシステムは、ナセ
ル及び／又はハブに進入する前にロータをロックすることができる。
【００１１】
　自動アクチュエータは、有利には液圧式手段又は電気的手段、例えば液圧式シリンダを
含んでいてよい。
【００１２】
　本発明によるブレーキシステムは、ステータアセンブリと、ブレーキディスクを備えた
ロータアセンブリとを有していてよい。ロータロックシステムは、ブレーキディスクが多
数の凹所又は穴を、好適にはブレーキディスクの内面において、例えば半径方向に及び／
又は対称に間隔を置いて有するように、実現することができる。ステータアセンブリは、
少なくとも１つのピストン又はピン、好適には多数のピストン又はピンを有していてよい
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。好適には、１つ又は複数のピストンは、１つ又は複数の凹所と係合するように配置され
ている。例えば、１つ又は複数のピストンは、ロータを停止位置にロックするために、ブ
レーキディスクに設けられた対応する凹所と係合するように構成されている。
【００１３】
　好適には、ロックシステムは、有利には１つ又は複数のピストンを１つ又は複数の対応
する凹所に押し込むように構成された自動アクチュエータを有していてよい。アクチュエ
ータは、液圧式手段又は電気的手段、例えば液圧式シリンダを含んでいてよい。この場合
、ピストンを、液圧式手段又は電気的手段によってブレーキディスクの対応する凹所に押
し込むことができる。これにより、ロータを自動化された形式でロックすることができる
。
【００１４】
　さらに、本発明による発電機のためのブレーキシステムは、ロータアセンブリと、ステ
ータアセンブリと、回転軸とを有することができる。ロータアセンブリは、ステータアセ
ンブリの半径方向外側に配置された外側部分を有していてよい。外側部分はブレーキディ
スクを有していてよい。ステータアセンブリは少なくとも１つの摩擦部材を有していてよ
い。摩擦部材は、ブレーキディスクの少なくとも一部に係合して摩擦を生じるように作用
的に構成することができる。
【００１５】
　本発明によるブレーキシステムは、ブレーキディスクを外側ロータの円筒状の支持構造
に取り付けることができるという利点を有する。この場合、機械の可能な大きな直径を、
可能な限り大きな直径を備えたブレーキディスクを使用するために完全に使用することが
できる。このことはブレーキの効率を高める。さらに、より大きなブレーキディスクと、
より大きなブレーキキャリパとを使用することができ、このことは、より大きな有効接触
面を提供する。大きな有効接触面は、例えばロータを停止位置に保つために必要である。
別の利点は、より小さなブレーキディスクと比べ、大きなブレーキディスクにおいてはよ
り多くの熱を吸収及び分散させることができるということである。
【００１６】
　一般的に、本発明によるブレーキシステムは、直接駆動発電機の一部であることができ
るか又は直接駆動発電機に結合することができる。発電機は、外側ロータ構成又は内側ロ
ータ構成を有していてよい。
【００１７】
　有利には、ブレーキディスクは、ロータアセンブリの外側部分から回転軸線に向かって
半径方向内方へ延びている。この場合、本発明によるブレーキシステムは、直接駆動発電
機のために使用することができる。さらに、本発明によるブレーキシステムは、外側ロー
タ構成又は内側ロータ構成を備えた直接駆動風車の一部であってよい。
【００１８】
　さらに、ロータアセンブリはフランジを含んでいてよい。ブレーキディスクはフランジ
に固定されてよい。例えば、フランジは、多数の穴、好適にはボルト穴を有してもよい。
穴は半径方向に間隔を置いて配置されていてよい。好適には、ブレーキディスクは、ボル
ト又はねじによってフランジに固定されている。
【００１９】
　ブレーキシステムは、ハブを備えた風車の一部であってよい。この場合、ブレーキシス
テム、特にブレーキシステムのロータアセンブリが、ハブに面した近位端部と、ハブとは
反対側に配置された遠位端部とを有してよい。好適には、ブレーキディスクが固定された
フランジは、ロータアセンブリの遠位端部に、つまりハブとは反対側に配置されていてよ
い。
【００２０】
　本発明によるブレーキシステムは、ロータ支持体を含んでいてよい。この場合、ブレー
キディスクは、例えばボルト又はねじによってロータ支持体のフランジに固定されてよい
。
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【００２１】
　ステータアセンブリは、定置の軸を含んでいてよい。少なくとも１つの摩擦部材は、定
置の軸に結合されていてよい。ステータアセンブリは、風車のベッドフレームを含んでい
てよい。少なくとも１つの摩擦部材は、風車のベッドフレームに結合されていてよい。ス
テータアセンブリは、ステータ支持構造を含んでいてよい。少なくとも１つの摩擦部材は
ステータ支持構造に結合されていてよい。例えば、少なくとも１つの摩擦部材、例えば少
なくとも１つのブレーキキャリパは、風車の定置の軸又はベッドフレーム、又はステータ
支持構造に直接に取り付けられていてよい。
【００２２】
　好適には、少なくとも１つの摩擦部材は、回転軸線に対して半径方向外方へ延びていて
よい。例えば、少なくとも１つの摩擦部材は、ステータ支持構造から、又は風車の定置の
軸又はベッドフレームから、半径方向外方へ延びていてよい。
【００２３】
　特に、摩擦部材は、少なくとも１つのブレーキキャリパを含んでいてよい。好適には、
摩擦部材は、好適にはブレーキディスクを包囲するように、ブレーキディスクのそれぞれ
の側に設けられた少なくとも１つのブレーキキャリパを含む。有利には、少なくとも１つ
の摩擦部材は、少なくとも１つのブレーキキャリパシステムを含む。少なくとも１つのキ
ャリパシステムは、ブレーキディスクのそれぞれの側に互いに向き合って配置された少な
くとも２つのブレーキキャリパを有していてよい。例えば、ブレーキキャリパシステムは
、少なくとも１つのキャリパブラケットを有していてよい。キャリパブラケットは、キャ
リパ及び／又はブレーキキャリパシステムを、例えば定置の軸に取り付けるためのブレー
キシステムの別の構成部材に取り付けるために使用されてよい。各ブレーキキャリパシス
テムはキャリパブラケットに結合されていてよい。
【００２４】
　有利には、ブレーキキャリパシステムは、ブレーキキャリパシステムの固定箇所におい
て曲げモーメント、特に軸方向曲げモーメントが生じないように、軸方向でブレーキディ
スクと整列されるように設計されていてよい。例えば、ブレーキキャリパシステムは、軸
方向でブレーキディスクと整列させられているか、又はキャリパブラケットへのブレーキ
キャリパシステムの固定箇所において曲げモーメントが生じないか又は実質的に曲げモー
メントが生じないように構成されていてよい。
【００２５】
　さらに、ブレーキディスクは、多数の半径セグメントを有していてよい。ブレーキディ
スクが半径セグメントに分割されている場合、大きなブレーキディスクを容易に交換する
ことができる。
【００２６】
　本発明による発電機は、前述のような本発明によるブレーキシステムを有する。本発明
による発電機は、本発明によるブレーキシステムと同じ利点を有する。
【００２７】
　一般的に、発電機は、発電機のステータエレメントとロータエレメントとの間に配置さ
れた空隙を有してよい。ロータエレメントは例えば永久磁石を有するのに対し、ステータ
エレメントは、ステータコイルの少なくとも１つの巻線を支持する積み重ねられた積層板
を有する。
【００２８】
　空隙は、発電機の高い効率を保証するため、比較的小さいのが望ましい。従って、空隙
は、僅か数ミリメートルの範囲であるのが望ましい。直接駆動又は直接被駆動発電機のよ
うな発電機の場合、このことは、その寸法により極めて困難である。直接駆動発電機は数
メートルの直径を有する。
【００２９】
　ロータエレメント及びステータエレメントは、通常、互いに向き合って配置されており
、空隙は、発電機の運転中にロータエレメントとステータエレメントとが接触しないこと
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を保証しなければならない。従って、空隙は、機械的な損傷を回避するために空隙の所定
の幅が必要とされる一方で、発電機の効率を保証するために極めて小さいのが望ましい。
【００３０】
　特に直接駆動発電機の場合、空隙を僅か数ミリメートルの範囲に保つことは困難である
。従って、このことは、ステータエレメント及びロータエレメントのための、極めて剛性
の、大きな、重い支持構造を必要とする。
【００３１】
　発電機の空隙は、ロータの部分である永久磁石の公差、ステータの部分である積み重ね
られた積層板の公差、及び／又はステータコイルの部分であるコイル巻線の公差によって
、決定することができる。発電機のその他のエレメントも、空隙の寸法に影響する。空隙
は、ロータが固有の回転軸線を中心にして回転する時にロータのエレメントとステータの
エレメントとが接触しないように設計されてよい。
【００３２】
　本発明による発電機は、ロータとステータとを有していてよい。有利には、ブレーキデ
ィスクと摩擦部材との間の半径方向の距離（半径距離）は、ロータとステータとの間の半
径方向の距離（半径距離）よりも小さい。摩擦部材は、ブレーキキャリパ又はブレーキキ
ャリパシステム又はブレーキキャリパシステムの部分、例えばブラケットであることがで
きる。例えば、ブレーキディスクと摩擦部材との間の半径距離は、１ｍｍ～５ｍｍ、好適
には２ｍｍ～４ｍｍであることができる。ロータとステータとの間の半径距離は、４ｍｍ
～１０ｍｍ、好適には５ｍｍ～７ｍｍであることができる。
【００３３】
　ブレーキディスクと摩擦部材との間の半径距離が、ロータとステータとの間の半径距離
よりも小さい場合、ブレーキディスクは、ステータがロータに衝突する前に、摩擦部材、
例えばブレーキキャリパシステムのブラケットに衝突する。これにより、発電機への損傷
が回避され、システムの安全性を高める。ロータとステータとの間の半径距離は、空隙と
も呼ばれる。発電機は、片側軸受を備える直接駆動風車の部分であってよい。発電機は、
軸受が配置されているのとは反対側の端部である不支持端部を有していてよい。本発明に
よる発電機により、不支持端部における空隙を狭い公差の範囲に維持することができる。
【００３４】
　本発明による風車は、上述のような本発明によるブレーキシステム及び／又は本発明に
よる発電機を有している。本発明による風車は、本発明によるブレーキシステム及び／又
は本発明による発電機と同じ利点を有する。好適には、本発明による風車は、直接駆動風
車であってよい。さらに、本発明による風車は、外側ロータ構成又は内側ロータ構成を有
してよい。
【００３５】
　本発明による風車は、ナセルと、ハブと、発電機とを有していてよい。発電機は、ナセ
ルの内側又はナセルとハブとの間に配置されていてよい。ブレーキシステムは、発電機及
び／又はハブに接続されていてよい。例えば、ブレーキシステムは、発電機の一体化され
た部分及び／又はハブの一体化された部分であってよい。
【００３６】
　発電機は、ハブに面した近位側と、ハブとは反対側の遠位側とを有していてよい。好適
には、ブレーキシステム及び／又はロックシステムは、ハブとは反対側の遠位側に配置さ
れていてよい。
【００３７】
　本発明によるブレーキシステムは、多かれ少なかれ発電機の一体化された部分であって
よいので、ナセルの内部の余分な空間を占有しない。さらに、発電機、特にステータを通
って進入することができ、このことは大きな利点である。このことは、ハブへの容易なア
クセスを提供する。さらに、特にブレーキシステムがハブとは反対側の発電機の遠位側に
配置されている場合、ブレーキシステムの部分への容易なアクセスが提供される。これは
、メンテナンス及び保守を容易にする。
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【００３８】
　本発明の別の特徴、特性及び利点は、添付の図面に関連した実施形態の以下の説明から
明らかになるであろう。全ての特徴は、それ自体で又は互いに組み合わせても有利である
。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】風車を概略的に示す図である。
【図２】本発明によるブレーキシステムを備えた本発明による発電機の部分を概略的に示
す断面図である。
【図３】本発明によるブレーキシステムを概略的に示す正面図である。
【図４】本発明によるブレーキシステムの部分を概略的に示す、図３のＩＶ－ＩＶ線に沿
った断面図である。
【図５】本発明によるブレーキシステムのロータロックシステムの部分を概略的に示す、
Ｖ－Ｖ線に沿った断面図である。
【図６】ロックされた位置における図５のロータロックシステムを概略的に示す図である
。
【図７】本発明による風車の部分を概略的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　ここで本発明の実施形態を図１から図７を参照して説明する。図１は風車１を概略的に
示している。風車１は、タワー２と、ナセル３と、ハブ４とを有している。ナセル３はタ
ワー２の上部に配置されている。ハブ４は、多数の風車羽根５を有している。ハブ４はナ
セル３に取り付けられている。さらに、ハブ４は、回転軸線９を中心にして回転すること
ができるように取り付けられている。発電機６はナセル３の内部に配置されている。風車
１は直接駆動風車である。発電機６は、ハブ４に面した近位側１９と、ハブ４とは反対側
の遠位側２０とを有している。
【００４１】
　図２は、外側ロータ構成を備えた発電機６の一部を断面図で概略的に示している。発電
機６は、ステータアセンブリ７と、ロータアセンブリ８とを有している。ステータアセン
ブリ７は、回転軸線９の近くに配置された定置の軸１０を有している。ロータアセンブリ
８は、ステータアセンブリ７の半径方向外側に配置された外側ロータ部分１１を有してい
る。ロータアセンブリ８は、さらにブレーキディスク１２を有している。ブレーキディス
ク１２は、外側ロータ部分１１の一部であるか、外側ロータ部分１１に結合されていてよ
い。ブレーキディスク１２は、外側部分１１から回転軸線９に向かって半径方向内方へ延
びている。ロータアセンブリ８の外側部分１１と、ブレーキディスク１２とは、回転軸線
９を中心に回転可能に取り付けられている。
【００４２】
　ステータアセンブリ７はさらに、摩擦部材、この実施形態においてはブレーキキャリパ
システム１３を有している。ブレーキキャリパシステム１３は、少なくともブレーキディ
スク１２の一部に係合して摩擦を生じるように作用的に構成されている。ブレーキキャリ
パシステム１３は、定置の軸１０からブレーキディスク１２に向かって半径方向外方へ延
びている。ブレーキキャリパシステム１３は、ブレーキディスク１２を包囲するように、
ブレーキディスク１２のそれぞれの側において少なくとも１つのブレーキキャリパを有し
ている。
【００４３】
　ブレーキディスク１２とブレーキキャリパシステム１３との間の半径距離２２は、外側
ロータ部分１１とステータアセンブリ７との間の半径距離２３（空隙）よりも小さい。有
利には、半径距離２２は、１ｍｍ～５ｍｍ、好適には２ｍｍ～４ｍｍである。好適には、
空隙２３は、４ｍｍ～１０ｍｍ、有利には５ｍｍ～７ｍｍの幅を有している。
【００４４】



(9) JP 5773621 B2 2015.9.2

10

20

30

40

50

　図３は、発電機６の本発明によるブレーキシステムの正面図を示している。前述の図面
のエレメントに対応するエレメントは、同じ参照符号で示されており、改めて詳細に説明
しない。ブレーキディスク１２は内面２１を有している。ブレーキディスク１２の内面１
２は、多数の凹所（切欠き）１５を有している。好適には、凹所１５は、内面２１におい
て、半径方向に及び／又は対称に間隔を置いて配置されている。
【００４５】
　概して、ブレーキディスク１２は、半径セグメント１２ａ，１２ｂ，１２ｃに分割され
ている。ブレーキディスク１２は、その他のあらゆる数の半径セグメントに分割すること
もできる。これにより、大きなブレーキディスク１２を容易に交換することができる。
【００４６】
　ブレーキシステムはさらに、多数の中央取付けフランジ１４、この実施形態においては
３つの中央取付けフランジ１４を有している。フランジ１４は、定置の軸１０に取り付け
られている。フランジ１４は、定置の軸１０の円周に関して１２０゜の角度でずらされて
いる。択一的に、その他のあらゆる数のフランジ１４が可能である。好適には、フランジ
１４は、互いに隣接するフランジが互いに等しい距離を有するように、定置の軸１０の円
周の周囲に配置されている。
【００４７】
　ブレーキシステムは少なくとも１つのロータロックシステム１７を有している。ロータ
ロックシステム１７は少なくとも１つのピストン１６を有している。ピストンは、フラン
ジ１４の内部に配置されているか、ロックケーシングの内部に配置されている。ロックケ
ーシングはフランジ１４に結合することができる。択一的に、ブレーキシステムは、ピス
トンを収容するための又はロータロックシステム１７の少なくとも１つのロックケーシン
グに結合されるための別個のフランジを有することができ、別個のフランジ１４は、ブレ
ーキシステム、特にブレーキキャリパシステム１３と結合されている。
【００４８】
　ピストン１６は、ブレーキディスク１２の内面２１に設けられた凹所１５と係合するよ
うに配置されている。好適には、ロータロックシステム１７は自動アクチュエータを有し
ている。自動アクチュエータは、ロータロックを作動させるように構成されていてよい。
特に、ロータロックシステム１７は、ピストン１６を対応する凹所１５に押し込むための
自動アクチュエータを有していてよい。好適には、アクチュエータは、液圧式手段又は電
気的手段、例えば液圧式シリンダを含む。凹所の代わりに、ブレーキディスク１２に穴を
設けることができ、ピストンの代わりにピンを使用してもよい。
【００４９】
　多数のピストン１６を有する前述のロータロックシステム１７の代わりに、インターロ
ック、スナップインロック、ブロック、アレスト、バリケード、又は同様の手段を含むロ
ックシステムを使用してもよい。
【００５０】
　図４は、本発明によるブレーキシステムの一部を図３のＩＶ－ＩＶ線に沿った断面図で
概略的に示している。図４において、ブレーキディスク１２のそれぞれの側に、２つのブ
レーキキャリパ１３ａ及び１３ｂが、互いに向き合って配置されている。２つのブレーキ
キャリパ１３ａ及び１３ｂは、中央取付けフランジ１４に結合されている。フランジ１４
は定置の軸１０に結合されている。図４において、ブレーキディスクは外側ロータ部分１
１の一体化された部分である。択一的に、ブレーキディスク１２は、外側ロータ部分１１
に結合された別個のエレメントであってもよい。例えば、ブレーキディスク１２は、例え
ばボルト又はねじによってロータ支持体のフランジに固定することができる。
【００５１】
　ブレーキキャリパ１３ａ及び１３ｂを作動させるための作動力は、矢印１８によって示
されている。ブレーキキャリパ１３ａ及び１３ｂが作動させられると、ブレーキキャリパ
は、ブレーキディスク１２の一部に係合して摩擦を生ずる。
【００５２】
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　風車１は、ベッドフレーム又はステータの支持構造を有していてよい。この場合、ブレ
ーキキャリパシステム１３は、風車１のベッドフレーム又はステータの支持構造に直接に
取り付けることができる。
【００５３】
　図５及び図６は、本発明によるブレーキシステムの一部を図３のＶ－Ｖ線に沿った断面
において概略的に示している。この実施形態において、ロータロックシステム１７はブレ
ーキシステムに一体化されている。図５は、ロックされていない状態におけるロータロッ
クシステムを示している。図６は、ロックされた状態におけるロータロックシステムを示
している。図５において、ピストン１６は、フランジ１４の内部又はロータロックシステ
ム１７の別の構成部材、例えばロックケーシングの内部に完全に配置されている。図６に
おいて、ピストン１６はブレーキディスク１２の対応する凹所１５に押し込まれている。
この位置において、ロータは停止位置にロックされている。ピストン１６を、液圧式手段
又は電気的手段によってブレーキディスク１２の対応する凹所１５へ押し込むことができ
る。
【００５４】
　好適には、本発明によるブレーキシステムは、ハブ４とは反対側の発電機６の遠位側に
配置されている。これにより、特にメンテナンス及び保守のための、ブレーキシステム及
び一体化されたロータロックシステムへの容易なアクセスが提供される。択一的に、本発
明によるブレーキシステムはハブに配置されてよい。例えば、本発明によるブレーキシス
テムはハブに直接に結合されてよい。
【００５５】
　図７は、本発明による風車３０１の一部を概略的に示している。風車は、典型的な公知
の「一軸受」配列を有している。風車３０１は、風車３０１のタワー３０３の上流側に配
置された直接駆動発電機３０２を有している。
【００５６】
　タワーフランジ３０４はタワー３０３の上部に配置されている。台板３０５はタワーフ
ランジ３０４に取り付けられている。風車４０１は、風車３０１の台板３０５を軸線３０
０を中心にして回転させるために使用されるヨーシステム（図示せず）を有している。
【００５７】
　風車３０１は、定置の軸３０６を有しており、軸３０６は中心軸線２００を有している
。定置の軸３０６の後側は、保持装置３０７に取り付けられている。定置の軸３０６の前
側には、直接駆動発電機３０２のステータ装置３０８が配置されている。ステータ装置３
０８は、ステータ支持構造３０９と、積層板３１０とを有している。積層板３１０は巻線
３１１を支持している。
【００５８】
　ステータ支持構造３０９は、積層板３１０の２側支持のための２つの支持エレメント３
１２を有している。支持エレメント３１２は環状である。支持エレメント３１２は、定置
の軸３０６の外側に取り付けられている。中空円筒状の支持エレメント３１３は、環状の
支持エレメント３１２の外端に取り付けられている。中空円筒状の支持エレメント３１３
は、環状の積層板３１０と、巻線３１１とを支持している。
【００５９】
　ロータ装置３１４は、ステータ装置３０８の周囲に配置されている。ロータ装置３１４
は、前側端板３１５と、円筒エレメント３１７とを有している。前側端板３１５は環状で
あり、円筒エレメント３１７は中空である。
【００６０】
　円筒エレメント３１７は、中空の円筒エレメント３１７の内側に取り付けられた複数の
永久磁石３１８を有している。永久磁石３１８は、積層板３１０及び支持された巻線と向
き合って配置されている。約６ｍｍの幅を備えた空隙３１９は、永久磁石３１８と積層板
３１０との間に配置されている。好適には、空隙３１９は、４ｍｍ～１０ｍｍ、有利には
５ｍｍ～７ｍｍの幅を有している。ブレーキディスク１２は、ロータの円筒エレメント３
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１７に結合されている。ブレーキキャリパシステム１３は、定置の軸３０６に結合されて
いる。ブレーキキャリパシステム１３とブレーキディスク１２との間の半径距離２２は、
空隙３１９よりも小さい。有利には、半径距離２２は、１ｍｍ～５ｍｍ、好適には２ｍｍ
～４ｍｍである。
【００６１】
　前側端板３１５は、軸受３２０を介して定置の軸３０６に配置されている。軸受３２０
は、中心軸線Ａの両方向の軸方向荷重を変換することができる。適切な軸受は、例えば独
国実用新案第２０１１６６４９号明細書に開示されている。
【００６２】
　軸受３２０の定置部分３２１は定置の軸３０６に取り付けられている。軸受３２０の回
転部分３２２は取付けリング３２３に結合されている。前側端板３１５及びハブ３２４は
取付けリング３２３に取り付けられている。ハブ３２４は、風車ロータ羽根（図示せず）
のための取付け装置３２５を有している。
【００６３】
　ここで示された空隙３１９は、ロータのエレメントとステータのエレメントとの間の一
定の距離を達成するために均一である。一軸受構成は、容易な構成により極めて魅力的で
ある。
【符号の説明】
【００６４】
　１　風車、　２　タワー、　３　ナセル、　４　ハブ、　５　風車羽根、　６　発電機
、　７　ステータアセンブリ、　８　ロータアセンブリ、　９　回転軸線、　１０　定置
の軸、　１１　外側ロータ部分、　１２　ブレーキディスク、　１２ａ，１２ｂ，１２ｃ
　半径セグメント、　１３　ブレーキキャリパシステム、　１３ａ，１３ｂ　ブレーキキ
ャリパ、　１４　中央取付けフランジ、　１５　凹所、　１６　ピストン、　１７　ロー
タロックシステム、　１９　近位側、　２０　遠位側、　２１　内面、　２２　半径距離
、　２３　空隙、　３０１　風車、　３０２　直接駆動発電機、　３０３　タワー、　３
０４　タワーフランジ、　３０５　台板、　３０６　軸、　３０７　保持装置、　３０８
　ステータ装置、　３０９　ステータ支持構造、　３１０　積層板、　３１１　巻線、　
３１２　環状の支持エレメント、　３１３　中空円筒状の支持エレメント、　３１４　ロ
ータ装置、　３１５　前側端板、　３１７　円筒エレメント、　３１８　永久磁石、　３
１９　空隙、　３２０　軸受、　３２１　定置部分、　３２２　回転部分、　３２３　取
付けリング、　３２４　ハブ、　３２５取付け装置
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